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お知らせお知らせ
７月１２日に発送します

介 護 保 険 負 担 割 合 証
　介護認定をお持ちの方に、８月１日
からご利用いただく平成２９年度介
護保険負担割合証を７月１２日に発送
します。
　なお、適用期間の終了年月日が平
成２９年７月３１日の介護保険負担割
合証は、８月１日以降使用できませ
ん。
　新しい介護保険負担割合証が届い
たら、ケアマネジャーや施設の相談
員に提示して下さい。
問介護保険課☎７２４・４３６６

７月から工事が始まります
町 田 市 熱 回 収 施 設 等 

（ 仮 称 ）整 備 運 営 事 業
　市では、老朽化したごみ処理施設
に代わり、町田リサイクル文化セン
ター敷地内に新たな熱回収施設等

（ごみ焼却施設、バイオガス化施設、
不燃・粗大ごみ処理施設等）の整備を
進めており、本施設の工事が７月か
ら始まります。
　新しい施設は、プラスチックと生
ごみ等の資源化、ごみ排出量削減を
前提に、処理能力を現在の施設より
も約４割小さくした焼却施設と、首
都圏では初めてとなる家庭ごみのバ
イオガス化施設（５０ｔ／日）を併設し
ます。なお、現在のごみ処理施設は、

整備期間中は稼働します。
　新しい熱回収施設等のデザイン、
整備スケジュールは、７月１日発行の

「ｅｃｏまちだ」をご覧下さい。
問循環型施設整備課（工事に関する
こと）☎７２４・４３８４
お送りします

国 民 健 康 保 険 
高齢受給者証（更新証）

　国民健康保険に加入している７０
～７４歳の方が現在お持ちの「国民健
康保険高齢受給者証」の有効期限は、
７月３１日です。
　８月１日からお使いいただく同受
給者証は、７月中に世帯主の方宛て
にお送りします。
　なお、今回お送りする高齢受給者
証の有効期限は、２０１８年７月３１日
です（途中で７５歳になる方は誕生日
の前日まで）。
問保険年金課☎７２４・２１２４
集会・学習施設の使用料金が

変 更 に な り ま す
　７月使用分から各貸出施設の使用
料金を変更します（町田市民フォー
ラムホールは、１１月１日の使用から
料金変更）。
集会・学習施設各市民センター、各コ
ミュニティセンター、男女平等推進
センター、町田市民文学館、健康福祉
会館、町田市民フォーラム、生涯学習
センター、わくわくプラザ町田
※詳細は、町田市ホームページをご

覧いただくか、各施設へお問い合わ
せ下さい。
市HP 各施設名　使用料金  検索
問市民総務課☎７２４・４３４６
玉川学園コミュニティセンター建て
替えに関する

事 業 計 画 説 明 会
　老朽化した同コミュニティセンタ
ーの建替事業について、地域の皆さ
んに知っていただくため、説明会を
開催します。
日７月１２日㈬午後７時～８時３０分
場玉川学園さくらんぼホール
※本建替事業の概要や、過去に開催
した説明会の内容は町田市ホームペ
ージをご覧下さい。
問市民総務課☎７２４・４３４６、道路政
策課☎７２４・１１２４
７月３日から

木造住宅の除却工事の 
費 用 を 助 成 し ま す

　木造住宅の耐震改修工事への助成
金の対象に除却工事を追加します。
　市の簡易耐震診断で耐震性不足と
診断された住宅が対象です。
※予算額に達し次第、受け付けを終
了します。
対昭和５６年５月３１日以前に着工さ
れた木造戸建住宅を自らが所有（賃
貸用を除く）している個人の方
※詳細はお問い合わせいただくか、
町田市ホームページをご覧下さい。
問住宅課☎７２４・４２６９

後期高齢者医療制度

町田市民病院職員募集

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

看護師 20人程度
1977（昭和52）年4月2日以降に生まれ
た、看護師の資格を有する、または2018年
春までに取得見込みの方

○郵送受付=7
月25日㈫まで
（必着）

○持込受付=7
月24日㈪、25
日㈫
※いずれも午
後5時まで

○試験日=8月
5日㈯

10月1日、
2018年
1月1日、
4月1日助産師

若干名

1977（昭和52）年4月2日以降に生まれ
た、助産師の資格を有する、または2018年
春までに取得見込みの方

作業
療法士

1982（昭和57）年4月2日以降に生まれ
た、作業療法士の資格を有する方 10月1日

薬剤師
1982（昭和57）年4月2日以降に生まれ
た、薬剤師の資格を有する、または2018年
春までに取得見込みの方

10月1日、
2018年
4月1日

歯科
衛生士

歯科衛生士の資格を有し、口腔外科におけ
る勤務経験年数を3年以上有する方

2018年
4月1日

※試験実施要項と受験申込書は町田市民病院ホームページでダウンロードできます（町田
市民病院・各市民センターでも配布）／郵送・持ち込みは町田市民病院総務課へ／採用条件
等は募集要項を十分に確認して下さい。

町田市民病院　採用 検索

問町田市民病院総務課☎722・2230（内線7412）

　後期高齢者医療制度の対象となっ
た日の前日まで、会社の健康保険な
ど（国民健康保険、国民健康保険組合

は除く）の被扶養者だった方は、均等
割額と所得割額を軽減しています

（表３参照）。

の交付を受けたことがある②住民票
上の世帯員全員が２０１７年度住民税
非課税である
※２０１７年度住民税非課税世帯に該
当していても、過去に減額認定証の
交付を受けたことがない方には送付
しません。世帯員全員が住民税非課
税で、減額認定証が必要な方は申請
して下さい。減額認定証は申請のあ
った月の１日から適用されます。

平成２９年度後期高齢者医療制
度の保険料の軽減について

　後期高齢者医療制度では、法律に
基づいて、所得が一定基準以下の方
々に対し保険料の軽減を実施してい
ますが、その中でも特に所得の低い
方等を対象に、特例として更なる保
険料の軽減を行い、その分を国費で
補ってきました。しかし、今後医療費
の増大が見込まれる中、健康保険制
度を維持していくために、保険料の
軽減特例の一部が見直されることと
なりました。
　詳細は、７月にお送りする保険料
額決定通知書に同封する予定です。
○均等割額の軽減
　同じ世帯の後期高齢者医療制度の
被保険者全員と世帯主の「総所得金
額等を合計した額」をもとに均等割
額を軽減しています（表１参照）。
○所得割額の軽減
　被保険者本人の「賦課のもととな
る所得金額」をもとに所得割額を軽
減しています（表2参照）。
○被扶養者だった方の軽減

負担割合が変わる方に新しい後期高
齢者医療被保険者証を発送します

　８月から負担割合が変わる方に、新
しい被保険者証を７月上旬に簡易書
留郵便で発送します。今まで使用して
いた被保険者証は８月１日以降に市役
所へお返し下さい。負担割合が変わ
らない方は、現在お持ちの被保険者
証を引き続きお使い下さい。

【負担割合について】
　医療機関の窓口で支払う医療費の
負担割合は、「１割」または「３割」で
す。負担割合は毎年８月１日を基準に
前年度の所得や収入に応じて判定
し、有効期限内であっても変更され
ます。

「後期高齢者医療の限度額適用
・標準負担額減額認定証」（＝減
額認定証）をお送りします

　減額認定証とは、外来診療時及び
入院時に、あらかじめ医療機関に提
示すると、保険適用の窓口負担が自
己負担限度額までとなり、また入院
時の食事代が減額されるものです。
　現在お使いいただいている減額認
定証の有効期限は平成２９年７月３１
日で、期限を過ぎると使用できませ
ん。８月１日以降、ご自身で破棄して
いただくか、市役所へお返し下さい。
　次のすべてに該当する後期高齢者
医療被保険者の方には、８月１日から
お使いいただく新しい減額認定証
を、７月下旬にお送りします。①過去
に後期高齢者医療制度の減額認定証

表1　均等割額の軽減
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合

33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下で、かつ、その他
の所得がない 9割

33万円以下で9割軽減の基準に該当しない 8.5割
33万円+（27万円×被保険者の数）以下 5割
33万円+（49万円×被保険者の数）以下 2割
※65歳以上（平成２９年1月1日時点）の方の公的年金所得については、その所得から更
に15万円（高齢者特別控除額）を差し引いた額で判定します。ただし、所得割額の計算で
は適用されません。
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
※世帯の判定は毎年度4月1日時点（年度の途中で後期高齢者医療制度の対象となった
方は資格取得日）で行います。

表2　所得割額の軽減
賦課のもととなる所得金額

軽減割合
平成28年度 平成29年度

15万円以下※ 100% 70%
20万円以下※ 75% 45%
58万円以下 50% 20%

※東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置を含みます。

表３　被扶養者だった方の軽減

加入の前日
まで社会保
険の被扶養
者だった方

軽減割合
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

均等割９割
（所得割賦課せず）

均等割７割
（所得割賦課せず）

均等割５割
（所得割賦課未定）

加入から2年を
経過する月まで
均等割5割（所
得割賦課未定）

※すでに被扶養者軽減特例を受けている方は、平成３１年３月３１日をもって軽減期間終
了となります。
※4月1日以降、後期高齢者医療制度の対象となった被扶養者の方の均等割額は、平成
２９年は７割軽減となり、以降加入から2年を経過する月までの間に限り5割軽減となり
ます。
※平成３０年度以降の所得割については、賦課開始時期を引き続き審議することとなり
ました。
※いずれも、低所得による均等割額軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先さ
れます。

問個別の相談・個人情報を含むことについて＝保険年金課☎
７２４・２１４４、制度について＝広域連合お問い合わせセンター
☎０５７０・０８６・５１９（ＩＰ電話、ＰＨＳの方は☎０３・３２２２・４４９６）


